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 事業概要及び調査目的 

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課（以下、「政策課」という。）は、平成 14 年に 4調査（石

油製品需給動態統計調査（基幹統計調査）、石油輸入調査（一般統計調査）、石油設備調査（一般

統計調査）及び石油危機等における緊急時調査）の運用開始以降、統計法を所管する総務省から効

率的な統計調査の実施に向けた調査計画の見直し要請や調査対象者の行政手続きコストの削減要請

など、統計調査の実施において様々な状況変化への対応が求められている。また、平成 31年 1 月に

政府の多くの基幹統計において不適切な処理が発覚しており、より一層の適切な統計業務が求めら

れている。 

本調査事業では、今後とも長期的、効率的かつ適切に統計調査が運用されるように、平成 30年度

に行った「平常時及び緊急時における石油需給動向等調査費事業(石油統計調査のシステム的な観点

による集計、出力方法等の見直しに関する調査)」(以下、「石油統計見直し調査」という。) 、及

び平成 31 年度燃料安定共有対策に関する調査（石油統計調査の適正性向上に資する機能強化に関す

る事業）（以下「石油統計機能強化調査」という。）の成果を実装する上で必要なインフラを提供

し、実装したシステムの安定的な稼働維持を通じて、事業全般に関して改善提案調査を毎年実施す

る。 

また、外的要因等により石油統計に新たな対応が必要となった場合に、かつシステム側でも微修正

程度で対応できる場合、必要な対応策を調査する。 

本書にて、令和 3年度における調査事業の結果及び改善提案等をまとめる。 
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 調査対象システム概要 

「石油統計見直し調査」における調査報告書にて、石油情報システムのあるべき姿を定めながら、

実証システムの課題は下記 3点と示されている。 

 

⚫ プログラム改修に時間・コスト・高度な専門知識を要する 

⚫ 利用者のニーズに応じた多角的な分析が困難 

⚫ データベースの乱立により、管理が複雑化 

 

また、上記課題を解決するシステムの To-Be 像として、データに対する各作業や機能を汎用ツー

ルによって実現することだと示されている。図 2-1 のように、データ加工を ETL ツール、データ検

索・分析を BI ツール、データ登録・管理をマスタ管理ツールで統一することにより、システム全体

の統一性を向上し、容易なメンテナンス性を実現することを目指している。 

 

図 2-1 石油情報システムの To-Be 像 

 

当該システムの実現性と効果を実証するために、「石油統計機能強化調査」事業にて、現行の石

油情報システムの仕様を参考に、To-Be 像の実証システムを構築。本調査事業は、当実証システム

を対象とした調査を実施する。 

本章では、実証システムの概要（システム構成・機能一覧）を記載する。 
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 システム構成 

実証システムの構成を図 2-2に記載する。 

本実証用に準備した筐体上に、4 つのサーバ（実稼働用×3＋テスト用）を仮想的に用意。AP サー

バ①には ETL ツール、AP サーバ②には BI ツール、DB サーバにはデータメンテナンスソフトウェア

及び DBMS ソフトウェア、テストサーバには、AP サーバ①、AP サーバ②、DB サーバに導入したソフ

トウェアをセットアップした構成とした。 

また、システム内のデータをバックアップするため、外付けハードディスク、ポータブルハード

ディスクを設置した。 

なお、前述のツール及び機材は、すべて本調査事業にて用意したものとなっている。 

 

 

図 2-2 実証システムの構成 
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 調査項目及び実証結果 

本調査事業では、1 章にて示した実証システムを用いて、下記 3 区分 9 項目の調査を行った。図 

3-1は本調査事業の概観であり、図中の括弧数字は各調査項目との関連を示す。 

(1) 安定的なシステム稼働維持調査 

(1-1) 定期的なメンテナンス 

対応時期：通年 

(1-2) 緊急時運用訓練時のシステム稼働維持調査 

対応時期：2021年 10月～11月 

(2) 事業全体に関しての改善活動 

(2-1) 石油統計速報の公開資料作成のための機能強化（追加レポートの提供） 

対応時期：2021年 6月～2021年 9月 

(2-2) 調査票取込におけるエラーチェック機能強化 

対応時期：2022年 1月～3月 

(2-3) 疑義照会における各種値チェック機能強化 

対応時期：2022年 1月～3月 

(2-4) 調査票取込におけるデータ登録仕様の改善 

対応時期：2022年 1月～3月 

(3) 外的要因等への対応 

(3-1) 機械判読可能な統計データ整備(年報) 

対応時期：2021 年 4月～6月 

(3-2) 調査票入力(オンライン入力)ジョブの改修 

対応時期：2021年 9月～2021年 10月 

(3-3) 公開帳票に対する集計項目変更 

対応時期：2021 年 10月～2022年 5月（予定） 

※2022年 3 月時点では設計・テストまで実施 

 

本章では、令和 2年度から継続して対応を行った「(1-1)定期的なメンテナンス」、また令和 3 年

度に実施したもののうち、「(2-2)調査票取込におけるエラーチェック機能強化」、「(2-3)疑義照

会における各種値チェック機能強化」「(2-4)調査票取込におけるデータ登録仕様の改善」「(3-2)

調査票入力(オンライン入力)ジョブの改修」「(3-3)公開帳票に対する集計項目変更」について、調

査内容及び調査結果を記載する。 
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図 3-1 令和 3 年度調査事業概観 
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 事業全体に関しての改善活動 

本節では、改善活動として行った「調査票取込におけるエラーチェック機能強化」、「疑義照会

における各種値チェック機能強化」、「調査票取込におけるデータ登録仕様の改善」について記載

する。 

 

3.2.1 調査票取込におけるエラーチェック機能強化 

3.1 に記載した統計調査業務のうち、速報、確報の調査票確認・訂正作業の効率向上に向けた機

能強化の改善活動について記載する。 

 石油事業者等から提出された調査票の値に不備があった場合、実証システムではエラーとして取

り扱われる。エラーと判断した調査票を取り込んだ場合、運用事業者がエラーチェック一覧画面で

エラー内容を確認し、修正の必要がある場合には、調査票格納フォルダから当該調査票を開き、

データを修正して再取り込みを行う。 

既存のエラーチェック一覧画面は、図 3-3 に示すようにエラーの発生した帳票に対して、帳票名、

企業名、事業所名、データ年月、縦項目番号、横項目番号、エラーレベル、エラーメッセージの情

報が表示される仕様となっている。運用事業者は、画面上に表示された情報をもとにエラーが発生

している修正対象の調査票ファイルを特定する。 

 

図 3-3 既存のエラーチェック一覧画面 

 

【課題】 

 調査票の修正が必要な場合、運用事業者は、調査票格納フォルダから修正対象の調査票ファイル

を特定する必要がある。しかし、特定はひとつひとつのファイルを手作業で確認しなければならず

時間を要している。加えて、修正の必要な調査票は毎月十数件あり、これが運用事業者の調査票確

認・訂正作業における作業負荷の一要因となっている。 

 

 

【解決策】 
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上記課題の解決策として、既存のエラーチェック一覧画面に表示している情報に加え、修正対象

の調査票ファイル名を表示することで、調査票確認・訂正作業に要していた時間を短縮することが

できる。令和 3 年度の調査では、利活用しやすく、運用事業者の調査票確認・訂正作業の効率向上

となる画面仕様と実証システムでの実現可能性を調査した。 

 

【調査方法】 

(1) 運用事業者にヒアリングして、当該業務における現行の作業フローを確認する。 

(2) 政策課、運用事業者と複数回の打ち合わせを実施して要件を抽出し、画面仕様を検討する。 

(3) 検討結果を元に、実証システムで実現するための改修箇所を洗い出す。 

 

【調査結果】 

政策課、運用事業者との打ち合わせを通して、下記の要件を抽出した。 

 

⚫ 修正対象のファイル特定作業に要する時間が短縮できること 

⚫ 必要な情報を 1画面にまとめて表示すること 

⚫ 早期対応のため開発工数を最低限に抑えること 

 

要件を満たす画面仕様を検討した結果、既存のエラーチェック一覧画面で表示していた情報に加

え、図 3-4 に示すように修正対象の調査票ファイル名を表示することで課題を解決できるという結

論に至った。そして、本画面を実証システムで実現するために必要な改修箇所を表 3-4 の通り洗い

出した。 

  





 

 25 / 38 

3.2.2 疑義照会における各種値チェック機能強化 

3.1 節に記載した統計調査業務のうち、速報、確報の調査票確認・訂正作業の効率向上に向けた

機能強化の改善活動について記載する。 

現行では、調査票取込後、疑義照会の一環として各帳票における油種毎の月間受入量と月間払出

量との整合性等を確認するバランスチェックを行う。バランスチェックは図 3-5 に示す画面を使用

して行い、チェック結果にエラーが発生している場合は、石油事業者に事実関係を確認し、必要に

応じて調査票の修正を行う。 

実証システムを導入した令和元年度時点では、疑義照会にてバランスチェックを行う帳票は基幹

統計その１のみであった。しかし、運用事業者へのヒアリングを通して、基幹統計その２～その３、

石油輸入調査においてもバランスチェックが必要となることがわかった。 

 

図 3-5 既存の疑義照会画面（基幹統計その１） 

 

【課題】 

既存の疑義照会画面では、基幹統計その１のみバランスチェックの結果が確認できる仕様となっ

ており、当該帳票以外では実証システム上でバランスチェックができない。 

 

【解決策】 

上記課題の解決策として、既存の疑義照会画面に基幹統計その２～その３、石油輸入調査を追加

することで、基幹統計その１以外の帳票でバランスチェックを行う場合も結果が確認できるように

する。令和 3 年度の調査では、利活用しやすく、運用事業者の疑義照会作業の効率向上となる画面

仕様と実証システムでの実現可能性を調査した。 

 

【調査方法】 

(1) 運用事業者にヒアリングして、当該業務における現行の作業フローを確認する。 

(2) 政策課、運用事業者と複数回打ち合わせを実施して要件を抽出し、画面仕様を検討する。 

(3) 検討結果を元に、実証システムで実現するための改修箇所を洗い出す。 

 

B D E F G H

生産部門より受入 0101

輸入 0102

製造業者・輸入業者よりの購入・融通 0103

販売業者よりの購入 0104

品種振替による増量 0105

石油化学よりの返還 0106

その他の月間受入量 0107

消費者・販売業者向販売 0108

製造業者・輸入業者への販売・融通 0109

輸出 0110

品種振替による減量 0111

自家消費 0112

その他の月間払出量 0113

月末在庫量 0114

バランス  

2022/03/28

石油製品需給動態統計調査 企業名 〇〇株式会社

石油製品製造業者・輸入業者月報(エラーデータ)
事業所名 〇〇部

企業・事業所コード ******

2021年12月度前月末在庫量データなし

項目 番号
ガソリン

(kl)

ナフサ

(k )

ジェット

燃料油

(kl)

灯油

(kl)

軽油

(k )

液化石油
ガスP.P.P.B

(t)

液化石油
ガスB.B

(t)

液化天然
ガス LNG

(t)

月

間

受

入

量

A C I J K

A重油

(kl)

B・C

重油

(kl)

潤滑油

(kl)

アスファルト

(t)

グリース

(t)

パラフィン

(t)

L M N

月

間

払

出

量
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【調査結果】 

 政策課、運用事業者との打ち合わせを通して、下記の要件を抽出した。 

 

⚫ 基幹統計その２～その３、石油輸入調査においてバランスチェック結果が確認できること（基

幹統計その４はバランスチェック不要のため、対象外とする） 

⚫ 現行の作業フローから変更がないこと 

⚫ 必要な情報を 1画面にまとめて表示すること 

⚫ 早期対応のため開発工数を最低限に抑えること 

 

要件を満たす画面仕様を検討した結果、以下に示す特徴をもった画面を新規作成することで、課

題を解決できるという結論に至った。 

 

⚫ 基幹統計その１～その３、石油輸入調査をタブで切り替えできるようにする。 

⚫ 画面構成は既存の疑義照会画面(基幹統計その１)と同様とする。 

⚫ 既存の疑義照会画面で表示している企業名、事業所名、企業・事業所コードに加え、修正対象

の調査票ファイル名を表示する。 

 

前記特徴を加味した疑義照会の画面イメージを、図 3-6、図 3-7に示す。また、本画面を実証シ

ステムで実現するために必要な改修箇所を表 3-5の通り洗い出した。 

 

図 3-6 改修後の疑義照会画面（基幹統計その２～その３） 

〇〇株式会社

〇〇部

******

20211211********012211.txt

B

自動車用高級ガソリン 0201

自動車用並級ガソリン 0202

その他用ガソリン 0203

石油化学用ナフサ 0204

その他用ナフサ 0205

ガソリンエンジン用潤滑油 0206

ディーゼルエンジン用潤滑油 0207

その他車用潤滑油 0208

船舶エンジン用潤滑油 0209

機械油 0210

金属加工油 0211

電気絶縁油 0212

その他特定用途向け潤滑油 0213

その他潤滑油 0214

項目 番号
消費者・販売業者向販売量

(kl)

月末在庫量

(kl)

A

2022/03/28

石油製品需給動態統計調査

石油製品製造業者・輸入業者月報(エラーデータ)

2021年12月度

企業名

事業所名

企業・事業所コード

エラーファイル名（変更後）
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3.2.3 調査票取込におけるデータ登録仕様の改善 

 3.1 節に記載した統計調査業務のうち、調査票取込作業の効率向上に向けた機能強化の改善活動

について記載する。 

実証システムでは、調査票取込時に各種月末在庫量、販売量等のバランスチェックを行い、各合

計値が一致しない場合はエラーとなりシステムに登録できない仕様となっている。ところが、実際

の運用では、石油の揮発等によりバランスが崩れ、バランスチェック後の各合計値が一致しないま

まシステムへの登録が必要となる場合がある。 

 

【課題】 

 実証システムは、前記のような事象が発生した場合のデータ登録に備えた仕様となっていない。 

 

【解決策】 

上記課題の解決策として、調査票取込時のデータ登録仕様を改善することで、石油の揮発等によ

りバランスが崩れた場合においても、調査票データをシステムに登録できる。令和 3 年度の調査で

は、バランスチェック後の各合計値が一致しないままシステムへ登録する場合に備えたデータ登録

仕様と実証システムでの実現可能性を調査した。 

 

【調査方法】 

(1) 運用事業者にヒアリングして、バランスチェック後の各合計値が一致しないまま調査票をシス

テムへ登録する頻度、及び発生頻度が高い帳票を確認する。 

(2) 政策課、運用事業者と複数回の打ち合わせを実施して要件を抽出し、データ登録仕様を検討す

る。 

(3) 検討結果を元に、実証システムで実現するための改修箇所を洗い出す。 

 

【調査結果】 

 運用事業者へのヒアリングを通して、下記の実態を把握した。 

 

⚫ バランスチェック後の各合計値が一致しないままシステムへの登録が必要となる機会は、半年

～1年に数回発生する。 

⚫ 全 5 帳票（基幹統計その１～その４、石油輸入調査）のうち、石油輸入調査での発生頻度が高

い。 

⚫ 基幹統計その４ではバランスチェックを実施しないため、石油の揮発等による影響は受けない。 

 

上記実体を元にデータ登録仕様を検討した結果、図 3-8 新規作成ジョブの処理内容に示す①～④

の処理を実行する調査票取込ジョブを新規作成することで、課題が解決できるという結論に至った。

調査した 5 帳票のうち 4 帳票（基幹統計その１～その３、石油輸入調査）を対象に、データ登録仕

様の改善を行った。 
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図 3-8 新規作成ジョブの処理内容 

 

また、データを登録するためには、以下に示す特徴をもった画面を追加する必要があることが分

かった。これらの特徴を加味した画面イメージを図 3-9 強制登録可能エラーデータ一覧画面に示す。 

 

⚫ 調査票取込時の各種値チェックの結果、値に不備がありエラーとなっている帳票名、企業名、

事業所名、データ年月、縦項目番号、横項目番号、エラーメッセージ、変更後ファイル名を確

認できる(強制登録可能エラーデータ一覧画面を追加)。 

⚫ 調査票ファイル名を選択し、該当する帳票の疑義照会画面へ遷移できる。 
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3.3.2 公開帳票に対する集計項目変更 

政府より、石油製品需給動態統計調査の調査対象品目と集計方法の見直しの指示があり、実証シ

ステムで定期的に出力している「石油統計(速報)」「石油統計(確報)」「石油統計(年報)」を対象

とした集計項目変更の対応が必要となった。変更の経緯は次の通りである。 

 

①液化天然ガス(LNG)調査項目廃止の経緯 

調査対象とする石油製品のうち「液化天然ガス」については、昭和 49 年の調査設計当時から、環

境特性に優れた新たなエネルギーとして用途拡大に向けた研究も行われてきたが、他の石油製品と

比べて貯蔵が難しいため、発電用燃料、都市ガスの原料以外には用途がほとんど広がらなかった。

発電用燃料としては電力調査統計、都市ガスの原料としてはガス事業生産動態統計により使用実態

を把握することが可能である。また、国別輸入量については、普通貿易統計により把握することが

可能であることから、報告者負担の軽減のため削除することとした。 

 

②潤滑油・パラフィンの集計方法変更およびグリースの速報への反映の経緯 

 石油事業者の整理をしていく過程において、生産業者の追加及び生産項目を見直すこととなった。

それに伴い、潤滑油・パラフィンの集計方法変更、及びグリースの反映を実施することとした。 

 

【調査方法】 

(1) 政策課と複数回打ち合わせを実施し、政府指示を満たした帳票仕様を検討する。 

(2) 検討結果を元に、実証システムで実現するための改修箇所を洗い出し、実運用での実現可能性

を確認する。 

 

【調査結果】 

政府指示を満たす帳票の仕様を図 3-11、図 3-12のイメージのように定めた。そして、本画面を

実証システムで実現するために必要な改修箇所を表 3-9～表 3-12の通り洗い出した。 
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図 3-11 確定した帳票仕様の例(速報) 

 

 

図 3-12 確定した帳票仕様の例(確報) 
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図 3-13 帳票出力作業のスケジュールと変更適用タイミング 
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 まとめ 

本書にて記載の通り、事業全体に対しての改善活動による機能強化及び外的要因への対応を実現

すべく、「調査票取込におけるエラーチェック機能強化」、「 疑義照会における各種値チェック機

能強化」、「調査票取込におけるデータ登録仕様の改善」、「調査票入力(オンライン入力)ジョブ

の改修」、「公開帳票に対する集計項目変更」を実施した。それにより、当初の課題を解決できる

ことを証明できた。 

次年度において、実証システムに対して主に次の点を改善、強化していくことで、より効率的な

運用ができると考える。 

 

 

⚫ 集計項目を変更した公開帳票出力機能の実証システム適用 

令和 3 年度の調査の結果、政府の要件を満たす帳票出力仕様の確認、及び実証システムにて必

要な改修箇所の特定ができた。今後は確定した仕様に沿って公開帳票出力機能を改修し、実証

システムでの運用調査を行う。 

 

 

 

- 以上 - 


